
◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

る
土
地
の
区
域
に
つ
い
て

同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
区
域

以
下

形

、

（

「

質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う

）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

。

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域

備
前
市
穂
浪
字
小
柳
二
五
四
二
番
三

（

。

「

」

。
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号

以
下

規
則

と
い
う

第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
マ
ジ
ン
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
チ
オ
ベ

ン
カ
ル
ブ
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ス

－
－

一
・
二

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀
及

－
－

－

び
そ
の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
チ
ウ
ラ
ム
、
一
・
一
・

一

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及

－
－

び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ほ
う
素
及
び

ひ

そ
の
化
合
物
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
並
び
に
有
機
り
ん
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
シ
ア
ン
化
合
物
、
水
銀
及
び
そ
の
化
合

物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ

ひ

の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

四

備
考

１

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。

２

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域
に
よ

っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
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